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●実質的支配者リストとは●

●利用のメリット●
その１ 信頼性の高い実質的支配者情報を得ることができます。

その２ 会社が金融機関などで行う実質的支配者の確認手続がスムーズになります。

申出書の作成 4ページへ

実質的支配者リストの作成 ２ページへ

お申し込みのSTEP３・ご用意いただく書類

添付書類を準備 5ページへ

書類ができたら

会社の本店を管轄する法務局に提出します
郵送による申出も可能です

実質的支配者

リスト制度

STEP１

STEP２

STEP３

＊＊間接保有の場合＊＊
間接保有とは、個人が自らの支配会社（５１％以上の議決権を保有

する法人）を通じて、他の会社の議決権を保有することです。

制度の対象となる会社は

「株式会社」と「特例有限会社」です

株式会社の実質的支配者の氏名やその保有する議決権などが記載されたリストです。

この制度では、株式会社が作成した実質的支配者リストについて、商業登記所で所定の添付書面による

確認を行った上で、その写しに登記官の認証文を付けた証明書を交付します。

円滑な取引に備えて、あらかじめ１年に１回程度保管・交付の申出をしておくことをおすすめします。
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STEP１ 実質的支配者リストの作成～その１～

提出先によっては、本人確認の書面について記載

することを求められるケースがあります。

また、実質的支配者の情報は、申出日から１か月以内の

情報を記載してください。

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

まず、①から⑥まで記載します。⑤は会社の登記事項証明書に記載されています。

⑨詳しくは、次ページへ。

次に、⑦⑧について

（パターン１）

ある（株主）が会社の議決権について、５０％を超えて保有している場合は、

⑦の①に☑チェックします。

⑧の１番の欄に、住居・氏名（フリガナ）・国籍・生年月日・議決権割合・添付書

類・本人確認の書類名（記載されない場合でも証明可能です。）をご記載ください。

なお、株主が１人の場合は、議決権割合は「１００％」です。

（パターン２）

議決権について、５０％を超えて保有している株主がおらず、 ある（株主）が会社の

議決権の２５％を超えて保有している場合は、 １番の欄に、住居・氏名（フリガ

ナ）・国籍・生年月日・議決権割合・添付書類・本人確認の書類名（記載されない場

合でも証明可能です。）をご記載ください。

パターン２では、２５％を超える議決権を持つ株主を全員ご記載ください。



（参考：間接保有の例）

　①は、AがD社を通じて２０％、A自身で２０％、合計４０％の議決権を保有しています。
　②は、AはD社及びE社を通じて、それぞれ２０％ずつ、合計４０％議決権を保有しています。
   ※Aは、D社及びE社については、５１％以上の議決権を有している必要があります。
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前ページ⑨の例となります。

２番に記載された「乙野花子」はB社の５１％の議決権を保有してお

り、B社はA社の議決権を５１％保有しています。A社は、申出会社の

２６％の議決権を保有しています。この場合、「乙野花子」は、A社

及びB社を通じて、申出会社を間接的に支配している形となります。

STEP１ 実質的支配者リストの作成～その２～

前ページの⑨については、次の別紙も必要となります。

① ②
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

代理人がお越しになる場合は、代理人の表示欄も記載する

とともに、委任状に申出会社代表者が登記所に提出した印

鑑（会社実印）の押印が必要となります。

上記①から⑦までをご記載ください。

②は、会社の登記事項証明書に記載されています。

STEP２ 申出書の作成
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京都地方法務局HPに書式を掲載しています。

https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000001_00584.html

STEP３ 添付書類の準備

実質的支配者リストの申出と交付は、簡単かつ

無料です。

書式は、次のアドレスに掲載しています。

ぜひ、ご利用ください！

お問合せは 京都地方法務局法人登記部門

電話 ０７５－２３１－０２９２

窓口時間 午前９：００～午後５：００まで

（土・日・祝日を除く）
京都地方法務局イメージキャラクター

「ほっぴぃちゃん」

①株主名簿の写し

②申出会社の代表者の本人確認書類

（例：運転免許証の両面コピーしたもの。

マイナンバーカードの表面のみコピーしたもの。）

・・・・・・・・以下、必要に応じて・・・・・・・・

③実質的支配者の本人確認書類

④委任状

※郵送申出の場合は、実質的支配者リストの送付先を記載した返信用封筒と

切手を同封する必要があります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000001_00584.html

